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LETTER 　2026年7月号のニュースレターをお届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等があれば、当事務所

までお問い合わせください。
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10月1日から適用となる改正同一労働同一賃金ガイドライン

◆10月1日から追加が必要な労働条件の明示事項

◆社会保険の任意特定適用事業所と社会保険料の調整制度

◆産業医の職務と8月より義務化される辞任の報告



改正ガイドラインの内容を踏まえて、まずは自社の現在の状況を点検しましょう。状況の整理・対応の検
討に向けて、お困りごと等ありましたら、当事務所までご連絡ください。
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10月1日から適用となる 
改正同一労働同一賃金ガイドライン
同一労働同一賃金ガイドライン（以下、「ガイドライン」という）が改正され、10月1日から適用と
なります。そのため、この改正ガイドラインの適用に向けて、自社の取扱いで問題があるような
場合は対応が求められます。以下では、今回の改正の経緯、改正内容のポイントを確認します。

改正の経緯
　同一労働同一賃金の施行から5年が経過し
たことを踏まえ、昨年2月から見直しに向けた
議論が行われてきました。現行のガイドライン
の策定後、正規雇用労働者と非正規雇用労働
者との間の不合理な待遇差に関する複数の最
高裁判決が出されたこともあり、その内容を盛
り込む形で、ガイドラインの内容の見直しが行
われました。

改正のポイント
　今回改正された項目は以下の9つです。現行
のガイドラインから記載が充実されたものと、
項目として新規に追加されたものとがあります。
• 賞与（記載の充実）
• 退職手当（新規追加）
• 無事故手当（新規追加）
• 家族手当（新規追加）
• 住宅手当（新規追加）
• 福利厚生施設（記載の充実）
• 病気休職（記載の充実）
• 夏季冬季休暇（新規追加）
• 褒賞（新規追加）
　これらの中から、新規に追加された退職手
当、住宅手当および夏季冬季休暇について、ガイ
ドラインに示されている内容をみてみましょう。

【退職手当】
　支給目的には労務の対価の後払い、功労報
償等の様々な目的が含まれます。これらの目的
が妥当するにもかかわらず、パートタイム・有期
雇用労働者に対し、正社員との間の職務の内容
等の違いに応じた均衡のとれた内容を支給しな
い場合、不合理と認められる可能性があります。
【住宅手当】
　住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無
に応じて支給されるもの」である場合、正社員と
同一の転居を伴う配置の変更があるパートタ
イム・有期雇用労働者には、正社員と同一の住
宅手当を支給しなければならない。
【夏季冬季休暇】
　パートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と
同一の夏季冬季休暇を付与しなければならない。

見直しに当たって留意すべき点
　過去の最高裁判決では、正社員とパートタイム・
有期雇用労働者との間に待遇の相違があったと
しても、正社員人材確保論から不合理ではないと
認められたものがありましたが、改正ガイドライン
では、正社員人材確保論のみをもって、待遇差が
不合理ではないと当然に認められるものではない
という考えが示されました。待遇差が不合理と認
められるか否かは、その待遇の性質・目的にも照ら
して判断されるものであるとしています。
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改正の背景
　パートタイマーや契約社員など（以下、「パー
ト等」という）、正社員よりも1週間の所定労働
時間が短い労働者や期間の定めがある労働
者にはパートタイム・有期雇用労働法（以下、
「パート・有期法」という）が適用されます。この
パート・有期法の第14条第2項で、会社はパー
ト等から求めがあったとき、正社員との間の待
遇の相違の内容と待遇を決定するに当たって
考慮した事項を説明しなければならないと定め
られています。
　今回、パート等にこの「説明を求めることが
できること」を、より知らせる目的から、労働条件
の明示事項として追加されることとなりました。

10月1日からの追加項目
　改正の背景を踏まえ、パート等を雇入れた
際、労働条件通知書等の項目として、新たに「待
遇の相違等に関する説明を求めることができ
る旨」を追加する必要があります。
　厚生労働省が提供するモデル労働条件通知
書では、次のような記載例が示されています。
　

　記載例の「通常の労働者」については、自社
における呼称（「正社員」等）に置き換えて記載
することも可能とされています。

漏れがちな記載事項
　現行でも、パート等を雇入れた際には、通常の
従業員を雇入れた際の労働条件の明示事項に、
以下の4つの項目を追加する必要があります。

　この中で、特に④の項目の記載が漏れている
ケースが多く見られます。この相談窓口は、パー
ト等の雇用管理の改善や苦情等に関する相談
に応じる窓口です。

① 昇給の有無
② 退職手当の有無
③ 賞与の有無
④ パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理
の改善等に関する事項に係る相談窓口

正社員が定年退職後、例えば「嘱託社員」というような名称で有期契約として雇用されているケースがあり
ますが、この嘱託社員もパート・有期法の適用対象者です。そのため、嘱託社員に労働条件を明示する際
には、漏れがちな記載事項として挙げた 4つの項目と、10月1日から追加となる項目についても記載が必
要です。ひな形をチェックして、不備があれば修正しておきましょう。
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10月1日から追加が必要な
労働条件の明示事項
従業員を雇入れた際に労働条件の明示を行う義務がありますが、従業員のうち、パートタイマー
や契約社員を雇入れた際の労働条件の明示事項が10月1日より追加されます。以下では、その
内容と合わせて確認しておきたい漏れがちな明示事項を確認します。

次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇
の相違（内容・理由）等について説明を求める
ことができる。
部署名　　　　　　
担当者氏名　　　　　　　（連絡先　　　　）
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7月号 / 2026社会保険情報  　会話で学ぶ人事労務管理の勘所

社会保険の任意特定適用事業所と
社会保険料の調整制度
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、
社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

月曜日から金曜日までの週5日、1日6時間勤務のパートさんがいます。今回、家庭の事
情から、働く時間を1日5時間にして欲しいという要望が出てきました。

なるほど、そうなると従業員数（※）50人以下の御社では、社会保険は加入できず、雇用
保険のみの加入となりますね。

はい。本人は、国民健康保険料と国民年金保険料を支払うことに負担があり、会社の社
会保険に加入し続けたいとのことでした。優秀な人材のため、弊社としても希望に寄り添
いたいと考えています。
解決策としては、任意特定適用事業所になることが考えられます。任意特定適用事業所
は、従業員数（※）が50人以下の事業所でも、1週間の所定労働時間が20時間以上等
の短時間労働者が社会保険に加入できる事業所のことです。

2026年10月1日以降、任意特定適用事業所になることで、短時間労働者として社会
保険に加入する従業員の社会保険料の負担を軽減する制度です。会社（事業主）が従
業員（被保険者）の社会保険料を一時的に負担することにより、従業員の社会保険料の
負担が、通算3年間軽減されます。

それはよい制度ですね。任意特定適用事業所になる時期を検討したいと思います。

① 従業員数が50人以下の事業所でも、任意で特定適用事業所になることができる。
② 従業員の社会保険料の負担が軽減される調整制度が 2026年10月から始まる。

正社員の4分の3以上の労働日数・労働時間数がないと社会保険には加入できないと
思っていました。任意特定適用事業所になることも考えられますね。

はい。ただし、任意特定適用事業所では、週20時間以上等の要件を満たしたすべての
パートさんが社会保険に加入する点に注意してください。また、少し先の話ですが、2026
年10月から社会保険料の調整制度が始まります。

従業員の社会保険料の一部を、会社が負担してあげるということですか？

どのような制度ですか？

そうです。ただし、会社には一定期間経過後に負担した分について調整されることになっ
ており、最終的に会社が納付する社会保険料は増えません。また、従業員が将来受け取
る年金額にも影響はありません。2027年10月の社会保険の適用拡大に伴い、新たに
特定適用事業所になる事業所も制度の対象となります。

社労士

ONE 
POINT

※厳密には「厚生年金保険の被保険者数」のことをいう
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産業医の職務
　産業医は、職場における労働者の健康管理
等を行う役割として、以下のような職務を担って
います。

　産業医が労働者の健康管理等を行うにあ
たり、会社は必要な権限を産業医に付与し、ま
た、必要な情報を提供する必要があります。
　この情報提供の事例としては、「時間外・休
日労働時間が1ヶ月当たり80時間を超えた労

働者の氏名・その労働者に係る1ヶ月当たり80
時間を超えた時間に関する情報を提供するこ
と」が挙げられます。

8月から義務化される辞任報告
　産業医を選任する義務がある事業場では、産
業医を新たに選任したり、産業医を変更したと
きには、所轄の労働基準監督署に報告する必
要があります。これに加え、2026年 8月1日か
らは、産業医の辞任、解任または退任（以下、
「辞任等」という）があったときに、辞任等の報
告が義務となります。
　報告の方法は、原則として電子申請を用いる
と定められていますが、電子申請を行う環境が
整っていない場合等には、当分の間、経過措置
として書面による報告を行うことも認められて
います。
　なお、労働者数が 50人未満になった場合の
産業医の辞任等については、法令上の報告義
務はありません。ただし、労働基準監督署にお
ける産業医の選任状況の適切な把握の観点か
ら、報告を行うことが望ましいとされています。　

① 健康診断の実施とその結果に基づく措置
② 長時間労働者に対する面接指導・その結果
に基づく措置

③ ストレスチェックと、高ストレス者への面接
指導その結果に基づく措置

④ 作業環境の維持管理
⑤ 作業管理
⑥ ①～⑤のほか労働者の健康管理
⑦ 健康教育、健康相談、労働者の健康の保
持増進のための措置

⑧ 衛生教育
⑨ 労働者の健康障害の原因の調査、再発防
止のための措置

働く人の健康に対する意識は社会的に高まっており、専門知識を持つ産業医の関わりの重要度も高まって
きています。今後、ストレスチェックの実施が全事業場に対して義務化されることもあり、労働者の健康管
理に産業医等の医師が関わることの重要性は増すでしょう。
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産業医の職務と
8月より義務化される辞任の報告
常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医を選任する義務があります。また、産業
医の選任・変更の際には、所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。今回は産業医の
役割と、新たに義務化される辞任の報告について確認します。
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7割がリスクを想定
　上記調査結果によると、回答企業全体の
72.3％がリスクを具体的に想定して経営を行っ
ていると回答しています。現在検討中も18.5％
となっており、あわせると90％を超えています。

地震のリスクが90％超に
　同調査結果から、リスクを具体的に想定して
経営を行っている企業と、現在検討中の企業が
重視しているリスクをまとめると、下表のとおり
です。

　全体では地震が91.4％で最も高く、次いで感
染症（新型インフルエンザ等）が59.3％となり
ました。なお、地震は企業規模を問わず最も高
くなっています。次いで感染症（新型インフルエ
ンザ等）が、すべての規模で2番目に高い状況
です。その他、火災・爆発、洪水 （津波以外） 、
通信（インターネット・電話）の途絶、津波など
を重視する企業が多くなりました。

　国際情勢の緊迫化によるリスクも高まる昨
今、事業環境の不確実性が増しています。貴社
ではどのようなリスクを想定し、対策を講じてい
るでしょうか。 

企業はどのようなリスクを
重視しているか
企業が事業を継続していくためには、経営環境の変化やリスクに対応していくことが求められま
す。ここでは今年3月に発表された調査結果※から、企業がどのようなリスクを想定しているか、ど
のようなリスクを重視しているかをみていきます。

※内閣府防災担当「令和 7年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」
　企業規模別（大企業、中堅企業、その他企業）に分類した調査対象 5,052社に対し、2025年11月～12月に行われた調査です。有効回答数 1,759 社、
回収率は 34.8％です。企業規模の詳細等は次の URLのページから確認いただけます。 https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/r7_chosa.pdf

企業が重視しているリスク （複数回答、％）

内閣府防災担当「令和7年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」より作成

地震 津波 洪水 （津
波以外） 土砂災害 風害 雪害

感染症 
（新型イン
フルエンザ
等）

火災・爆発
大気・土壌 
・海洋汚染
等の環境
リスク

テロ・紛争
（国内外）

全体 91.4 42.8 47.9 19.4 25.1 18.8 59.3 49.5 9.5 11.9
大企業 96.7 60.1 63.4 31.0 36.3 26.0 71.1 58.3 16.0 22.6
中堅企業 92.2 46.5 48.1 20.7 23.7 18.8 62.0 43.9 7.3 7.6
その他企業 89.3 35.2 42.9 15.0 22.3 16.5 54.1 49.7 8.7 10.8

 他国から
のミサイル
攻撃

インフラ
（道路等の
交通インフ
ラ）の途絶

インフラ
（水道、ガ
ス等）の
途絶

通信 （イン
ターネット・
電話）の
途絶

外部委託
先のサー
バー・デー
タセンター
等情報シス
テムの停止

取引先企
業の倒産 
・事業中断

物流網の
断絶による
仕入品の
欠品

経営幹部
の突然の
喪失

テレワーク
等による
従業員と
のコミュニ
ケーション
不足

リスクを
特定して
いない

全体 4.9 27.5 27.6 47.4 28.8 18.8 15.7 6.8 5.9 0.5
大企業 12.2 37.8 34.9 57.7 45.1 30.0 28.4 9.4 6.1 0.2
中堅企業 2.6 27.8 30.8 48.0 27.2 17.4 16.7 6.4 5.9 0.0
その他企業 3.9 24.1 23.6 43.8 24.5 16.1 11.0 6.3 5.8 0.9
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人手不足感ありが8割に
　上記調査結果から企業の人手不足感をまと
めると表1のとおりです。

　人手不足感無しと回答した企業は19％で、8
割以上の企業で人手不足感があるという結果
になりました。中でも、求人を出しているが、人手
を確保できていない企業は59％と、人材確保
が難しい企業が多いこともわかります。
　なお企業規模別では、中小企業で人手不足
感がない割合が最も少なくなっています。

人材獲得策の強化に注力
　人手不足への対応策として、現状注力してい
る対応策（以下、現状）と今後注力していく取組
（以下、今後）を企業規模別にまとめると表2の
とおりです。
　現状では、企業規模を問わず人材獲得策の
強化とする企業が多いことがわかります。今後
についても同様です。
　現状と今後の差に注目すると、 A I活用と自
動化・省人化投資、 A Iロボティクスの活用は、
企業規模に関わらず、現状よりも今後の方が高
くなりました。人材不足への対応に、 AI等を取
り入れようとする企業が多いようです。
　人材不足への対応が必要な企業では、自社
の現状を分析し、 A I活用だけでなく自社ででき
るさまざまな対応策を実施していくことが重要
です。 

企業の人材不足への対応状況
人材不足の状態にある企業は、依然として少なくないと思われます。ここでは、今年4月に発表さ
れた調査結果※から、企業の人材不足の状況や人材不足への対応状況などをみていきます。

※財務省「全国財務局管内経済情勢報告概要（令和 8年 4月）地域企業の人材戦略（特別調査）」
　各財務局が管内経済情勢報告を取りまとめる際に、従来から継続的にヒアリングを行っている企業等を対象として、2026年3月上旬～ 4月上旬に行われた
調査で、回答企業数は（全国計 1,094 社）です。詳細は次の URLのページから確認いただけます。
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/kannai/202601/index.html

中小企業 中堅企業 大企業
現状 今後 現状 今後 現状 今後

人材獲得策の強化 77 67 79 65 79 65
既存従業員の配置転換、残業等での対応 39 25 42 26 43 31
多様な人材活用 39 35 35 38 43 38
既存従業員のリスキリング・高付加価値化 35 36 37 40 46 45
自動化・省人化投資 30 38 28 43 43 50
アウトソーシング 22 20 24 22 24 19
AI活用 18 31 26 39 39 51
AIロボティクスの活用 3 9 3 11 12 20
操業短縮 7 8 5 8 6 6

【表2】企業の人手不足への対応策と今後の取組 （複数回答、％）

財務省「地域企業の人材戦略（特別調査）」より作成

求人を出しているが、人手を確保できていない 59
求人を出したいが、人件費等が負担で出せない 2
人手不足感はあるが求人を出すほどではない 7
人手不足感はあるが、上記に該当無し 13
人手不足感無し 19

【表1】企業の人手不足感 （％）

財務省「地域企業の人材戦略（特別調査）」より作成
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夏季休暇がある場合は、事前に取引先にお知らせするとともに、取引先の休暇状況も確認して
おきましょう。

　保険料免除・納付猶予が承認される期間は、原則として申請日にかかわらず、 7月から翌年6月まで（申請日が1月から6
月までの場合は、前年 7月から6月まで）の期間を審査し決定されます。

　7月1日現在の従業員（提出すべき被保険者全員）の4月から6月の報酬月額を「算定基礎届」により提出します。今年の
提出期間は、 7月1日から7月10日までです。

　2026年7月より、民間企業の障害者の法定雇用率が2.5％から2.7％に引き上げられ、対象となる企業の範囲も従業員
37.5人以上に拡大されます。自社の雇用率を確認するようにしましょう。

　この時季になると、屋外作業等で熱中症が発生しやすくなります。具体的な熱中症対策について、厚生労働省や総務省消防
庁、環境省の情報も参考にして対策を行いましょう。

　夏季休暇を実施する企業は、事前に取引先に日程の通知をすると同時に、先方の休暇の有無（ある場合は日程）の把握をし
ておきましょう。また、社内全体で一斉に休暇を取る場合は、主に次の対策をとっておきましょう。

◆防犯・防火対策　→　専門業者に依頼するのか、社内で当番を組むのか等の対策をしましょう。
◆郵便など配達物の扱い　→　 郵便局には休暇中の郵便物の配達を休止し、休暇明けに一括で受け取ることができるサー

ビスを受けるための所定の届出用紙があります。今までにこのサービスを受けたことがない
場合は、最寄りの郵便局へ問い合わせてみましょう。

◆休暇中に出勤する社員・社員の休暇中の連絡先の把握　→　緊急連絡に備えておきましょう。

　従業員が業務上の事故・疾病で1日から3日休業した場合は、四半期ごとにまとめて所轄の労働基準監督署に届け出ま
す。 7月末までに4月から6月分の報告を行いますが、休業が4日以上になった場合はその都度報告しなければいけません。

　7月は所得税（復興特別所得税を含む）の予定納税額の納付月となりますが、予定納税の義務のある人で、その年の申
告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額に係る承認を申請することができ
ます。
　予定納税基準額とは、税務署が計算をして事前に通知する予定納税額をいい、予定納税基準額が15万円以上になる
場合に、予定納税が必要となります。この予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の合計額で計算されています。

所得税の予定納税額の減額申請

労働者死傷病報告（休業4日未満）の提出

国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請

健康保険・厚生年金の 「被保険者報酬月額算定基礎届」 提出

障害者の法定雇用率引き上げ

熱中症対策

夏季休暇にまつわる諸業務

06

07

05

04

03

02

01
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労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の提出期限があります。期限に遅れないよう、余
裕をもって進めましょう。

日 曜日 六曜 項　　目

1 水 先負

●社会保険の算定基礎届の提出 （～7月10日） 
●来春高校卒業予定者に対する学校への求人申込及び学校訪問開始 
●令和8年度全国安全週間 （～7月7日） 
●所得税の予定納税額の減額申請 （～7月15日） 

2 木 仏滅
3 金 大安
4 土 赤口
5 日 先勝
6 月 友引

7 火 先負 小暑

8 水 仏滅
9 木 大安

10 金 赤口

●源泉所得税・復興特別所得税・住民税等特別徴収分の納期限 （6月分） 
●源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の源泉所得税の納期限 （1月～6月分） 
●労働保険の年度更新期限 （6月1日～） 
●社会保険の算定基礎届の提出期限 

11 土 先勝
12 日 友引
13 月 先負
14 火 赤口

15 水 先勝
●所得税の予定納税額の減額申請期限 
●高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出期限 

16 木 友引
17 金 先負
18 土 仏滅
19 日 大安
20 月 赤口 海の日
21 火 先勝
22 水 友引

23 木 先負 大暑

24 金 仏滅
25 土 大安
26 日 赤口
27 月 先勝
28 火 友引
29 水 先負
30 木 仏滅

31 金 大安

●健康保険・厚生年金保険料の支払期限 （6月分） 
●労働者死傷病報告書の提出期限 （休業4日未満の4月～6月の労災事故について報告） 
●固定資産税 （都市計画税）の納期限 （第2期分） ※市町村の条例で定める日まで 
●所得税の予定納税納期限 （第1期分）

お仕事カレンダー　  WOR K CA LENDA R
7月号 / 2026

社会保険労務士法人F＆Partners



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


